にほんご空間・京都　　会則
第１条（名称）
　本団体は『にほんご空間・京都（Japanese Space Kyoto）』（以下「JSK」という）と称する。
第２条（事務局）
　JSKの事務局は、京都市中京区蛸薬師新町西入る不動町180　トレードマーク京都２Fにおく。
第３条（目的）
　JSKは、トレードマーク京都において、在日外国人の日本語教育、日本語教師を目指す人々の技能の指導や育成、ならびに国際交流を目的とする非営利のボランティア団体である。
第４条（事業および活動）
　JSKは、前条の目的を達成するため次の活動を行なう。
（１）日本語教育活動
（２）JSKのボランティア日本語教師ならびにアシスタントの指導活動
（３）日本語教育に必要な環境の整備
（４）国際交流活動
（５）その他JSKの目的を達成するために必要な活動
第５条（構成）
　JSKは第３条の趣旨を理解した会員によって構成される。
第６条（入会）
JSKの趣旨に賛同し、協力するものは会員となることができる。
第７条（役員）
　JSKは、円滑な運営を計るために次の役員をおく。
代表　１名　　　副代表　3名（兼任可）　　会計　１名　　　監査　　1名
第８条（代表）
　代表は、JSKを代表し、JSKの会務を総括する。
第９条（副代表）
　副代表は、代表を補佐し、またはその職務を代行する。
第10条（会計）
　会計はJSKの会計を担当する。
第11条（監査）
　監査は会計を監査する。
第12条（任期）
　JSKの役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。
第13条（会議）
　総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときには、臨時に開催することができる。
２　総会は次の事項を審議決定する。
（１）事業計画および事業報告に関すること
（２）予算および決算に関すること
（３）役員の選出に関すること
（４）会則の改廃に関すること
（５）その他必要な事項
３　総会の議事は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
第14条（役員会）
　役員会は、会長が必要と認めたとき、随時これを開催する。
２　役員会は、総会に提出する議案および本会の運営に関する具体案を審議決定する。
第15条（委任）
　この会則に定めのない事項、または、総会が開催できない場合は、役員会の議決により処理することができるものとする。その場合は、総会にて報告しなければならない。
第16条（会計）
　JSKの経費は、次に掲げるもので支弁する。
（１）学習者が支払う授業料
（２）寄付金
（３）補助金
（４）その他
第17条　JSKの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この会則は、2006年4月1日から施行する。
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